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会津美里町週休２日制工事実施要綱の一部を改正する訓令 新旧対照表(参考資料)  

改正後 改正前 

(経費の補正) (経費の補正) 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 週休２日制工事において工事費を積算する際は、当初設計時に月単位の４週８休以

上の補正係数を乗じて積算するものとする。 

２ 週休２日制工事において工事費を積算する際は、当初設計時に月単位の４週８休以

上の補正係数を乗じて積算するものとする。 

３ 対象工事の履行状況が月単位の４週８休以上を達成しなかった場合、履行実績に応

じ、                                                        減額する変更を行

うものとする。 

３ 対象工事の履行状況が月単位の４週８休以上を達成しなかった場合、又は通期の４

週８休以上を達成しなかった場合、前項の規定による補正相当額を減額する変更を行

うものとする。 

 ４ 前３項の規定にかかわらず、農林土木工事については、当初設計時に通期の４週８

休以上の補正係数を乗じて積算し、通期の４週８休以上を達成しなかった場合、補正

相当額を減額する変更を行うものとする。 

 




